
受
給
方
法

⑴
住
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

　

対
象
の
世
帯
に
は
、「
支
給
の

お
知
ら
せ
」ま
た
は「
支
給
要
件

確
認
書
」を
10
月
中
旬
に
発
送
し

ま
す
。「
支
給
の
お
知
ら
せ
」の
送

付
を
受
け
た
方
は
、
口
座
等
変
更

の
場
合
を
除
き
、
手
続
き
は
不
要

で
す
。

　
「
支
給
要
件
確
認
書
」の
送
付
を

受
け
た
方
は
内
容
を
確
認
い
た
だ

き
、
令
和
６
年
１
月
31
日（
水
）

ま
で
に
町
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
４
年
度
長
野
県
生
活
困
窮

世
帯
緊
急
支
援
金（
３
万
円
）

を
受
給
し
、
本
年
度
も
対
象
と

な
る
世
帯
に
は「
支
給
の
お
知

ら
せ
」を
送
付
し
ま
す
。

⑵
家
計
急
変
世
帯

≪
申
請
で
き
る
世
帯
≫

　
令
和
５
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
予
期
せ
ず
収
入
が
減
少
し
、
令

和
５
年
度
分
の
住
民
税
所
得
割
が

課
さ
れ
て
い
る
世
帯
員
全
員
の
そ

れ
ぞ
れ
の
年
収
見
込
額
が
、「
住

民
税
所
得
割
非
課
税
相
当
水
準
以

下
」の
世
帯

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2

　

下
水
道
管
に
流
れ
た
異
物（
布

な
ど
）が
、
下
水
道
ポ
ン
プ
に
詰

ま
り
、
故
障
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

ポ
ン
プ
の
故
障
が
原
因
で
、
汚
水

が
道
路
上
の
マ
ン
ホ
ー
ル
や
宅
地

内
の
マ
ス
か
ら
あ
ふ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　
下
水
道
は
、
皆
さ
ん
の
大
切
な

共
有
財
産
で
す
の
で
、
ト
イ
レ
ッ

ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
物
は
流
さ
ず
、

正
し
く
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

流
し
て
は
い
け
な
い
物

・
野
菜
く
ず
や
生
ご
み
、食
用
油

・
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外

の
水
に
溶
け
な
い
物（
マ
ス
ク
、

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、紙
お

む
つ
、生
理
用
品
な
ど
）

・
危
険
物
や
有
害
物
質（
ガ
ソ
リ

ン
や
灯
油
、薬
品
な
ど
）

問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
水
道
課
上
下
水
道
工
務
係

（
32
）３
１
２
９

　
こ
の
給
付
金
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
や
価
格

高
騰
に
よ
る
収
入
減
少
の
中
で
、

電
力
・
灯
油
・
食
料
品
等
の
価
格

高
騰
等
に
直
面
し
た
方
々
を
支
援

す
る
た
め
に
、
町
が
実
施
し
て
い

る
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格

高
騰
緊
急
支
援
給
付
金（
３
万
円
）

に
該
当
し
な
い
住
民
税
所
得
割
非

課
税
世
帯
に
対
し
、
価
格
高
騰
特

別
対
策
支
援
金
２
万
円
を
給
付
す

る
も
の
で
す
。

支
給
対
象
世
帯

⑴
住
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

　
基
準
日（
令
和
５
年
６
月
１
日
）

に
お
い
て
、
世
帯
員
の
全
員
が
住

民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
人
か
ら
な
る
世
帯

で
は
な
く
、
世
帯
全
員
の
令
和
５

年
度
分
の
住
民
税
所
得
割
が
非
課

税
で
あ
る
世
帯

⑵
家
計
急
変
世
帯

　
住
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
以

外
で
令
和
５
年
1
月
か
ら
12
月
ま

で
に
予
期
せ
ず
家
計
が
急
変
し
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
と
同
等
と
認

め
ら
れ
る
世
帯

給
付
額　
１
世
帯
あ
た
り
２
万
円

（
1
世
帯
1
回
限
り
、
⑴
と
⑵

の
重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

下
水
道
の
適
正
な
使
用
を

お
願
い
し
ま
す

長
野
県
御
代
田
町

価
格
高
騰
特
別
対
策
支
援
金
の
ご
案
内

ポンプに詰まった繊維物

※
昨
年
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ

宝
く
じ（
第
９
３
９
回
全
国
自

治
宝
く
じ
）お
よ
び
ハ
ロ
ウ
ィ

ン
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ（
第
９
４
０

回
全
国
自
治
宝
く
じ
）の
時
効

（
令
和
5
年
11
月
１
日（
水
））

が
迫
っ
て
お
り
ま
す
の
で
お
忘

れ
な
く
。

問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
財
政
課
財
政
係

（
32
）３
１
１
２

と
し
て
、
６
月
分
よ
り
月
額
一

律
５
，
０
０
０
円
を
支
給
い
た

し
ま
す
。

※
お
子
さ
ま
の
出
生
な
ど
、
世
帯

員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

児
童
手
当
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　
　問

い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
こ
ど
も
係（32

）３
１
１
４

　
「
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」

と「
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
」が
、

全
国
で
２
種
類
同
時
発
売
さ
れ
て

い
ま
す
。 

発
売
期
間

　
～
10
月
20
日（
金
）ま
で

抽
選
日　
10
月
27
日（
金
）

　
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町

村
の
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
や
環
境

対
策
、
高
齢
化
対
策
な
ど
地
域
住

民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
使
わ
れ

ま
す
。

　
令
和
５
年
６
月
分
か
ら
９
月
分

ま
で
の
児
童
手
当
を
10
月
10
日

（
火
）に
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま

す
。
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
入

金
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

支
給
額（
１
人
当
た
り
月
額
）

《
３
歳
未
満
》

　
一
律　
　
　
１
５
，
０
０
０
円

《
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
》

第
１
、
２
子　
１
０
，
０
０
０
円

第
３
子
以
降　
１
５
，
０
０
０
円

《
中
学
生
》

　
一
律　
　
　
１
０
，
０
０
０
円

※
令
和
４
年
分
所
得
額
が
所
得
制

限
限
度
額
以
上
所
得
上
限
限
度

額
未
満
の
場
合
は
、
特
例
給
付

二
つ
の
ジ
ャ
ン
ボ
で
ラ
ッ
キ
ー
・
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
！

10
月
10
日（
火
）児
童
手
当
支
給
日

等
の
方
法
に
よ
り
、
一
定
の
事
項

を
公
証
人
に
証
明
さ
せ
る
制
度
で

す
。

　
こ
の
公
証
事
務
を
担
当
す
る
公

証
人
は
、
判
事
、
検
事
、
法
務
事

務
官
な
ど
を
長
く
務
め
た
法
律
実

務
の
経
験
豊
か
な
者
の
中
か
ら
法

務
大
臣
が
任
命
し
た
法
律
の
専
門

家
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
約
束
事
に
は
公
正

証
書
の
作
成
を
お
勧
め
し
ま
す
。

・
遺
言

・
お
金
の
貸
し
借
り

・
不
動
産
の
売
買
や
貸
し
借
り

受
付
期
間

　
11
月
30
日（
木
）ま
で

採
用
試
験

　
一
般
曹
候
補
生
と
同
時
期

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　
自
衛
隊
の
高
校
で
技
術
を
早
く

か
ら
学
び
た
い
方

【
推　
薦
】

受
験
資
格

　

男
子
で
中
卒（
見
込
含
）の
学

校
長
が
推
薦
で
き
る
者

受
付
期
間

　
10
月
１
日（
日
）～12

月
１
日（
金
）

試
験
期
日　
令
和
６
年
１
月
上
旬

　
法
務
省
と
日
本
公
証
人
連
合
会

で
は
、
毎
年
10
月
1
日
か
ら
7
日

ま
で
の
1
週
間
を「
公
証
週
間
」

と
定
め
て
、
皆
さ
ん
に
公
証
制
度

を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
こ
の
制
度
の
ご
利
用
を

呼
び
か
け
て
お
り
ま
す
。

　
公
証
制
度
は
、
私
た
ち
の
日
常

生
活
に
お
け
る
法
律
的
紛
争
を
未

然
に
防
止
し
、
法
律
上
の
権
利
や

義
務
を
明
確
に
し
安
定
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
証
書
の
作
成

一
般
曹
候
補
生

　
職
種
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し

て
、
定
年
ま
で
勤
務
し
た
い
方

受
験
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女　

受
付
期
間

　
11
月
30
日（
木
）ま
で

採
用
試
験

　
一
次　
12
月
中
旬

　
二
次　
令
和
６
年
１
月
中
旬

自
衛
官
候
補
生

　
任
期
制
を
活
用
し
幅
広
く
進
路

を
選
択
し
た
い
方

受
験
資
格

　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女　

「
公
証
週
間
」に
つ
い
て

令
和
５
年
自
衛
官
等
を
募
集（
秋
季
）

・
離
婚
に
伴
う
養
育
費
や
慰
謝
料

等
の
支
い

・
任
意
後
見
契
約（
公
正
証
書
に

よ
る
こ
と
が
必
要
で
す
）

　
大
切
な
契
約
や
取
引
に
お
い
て

公
正
証
書
は
皆
さ
ん
の
権
利
を
正

し
く
確
実
に
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
佐
久
公
証
役
場

0
2
6
7（
54
）8
3
0
5

【
一　
般
】

受
験
資
格

　

男
子
で
中
学
校
卒（
見
込
含
）

17
歳
未
満
の
者

受
付
期
間

　
10
月
１
日（
日
）

～
令
和
６
年
１
月
５
日（
金
）

採
用
試
験

　
一
次�

１
月
中
旬

　
二
次�

１
月
下
旬　

※
資
格
等
に
つ
い
て
は
、
条
件
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
上
田
地
域
事
務
所

０
２
６
８（
22
）５
２
６
７

　
詳
し
く
は
、
自
衛
官
募
集
Ｈ
Ｐ

　
　

   　
　
検
索　

 

長
野
地
本

 芸能発表会 
10月28日（土）	午前10時～午後4時（予定）

幅広い世代の皆さまの日頃の
練習の成果をお楽しみください。

 総合文化展 
11月3日（金）～5日（日）	午前10時～午後5時

（※最終日は午後3時まで）
『御代田の人たちってホントにすごい！』

力作ぞろいの作品展です。

場 所　エコールみよた　あつもりホール他　　主 催　御代田町公民館・きなんしまつり実行委員会
問い合わせ先　教育委員会生涯学習係（32）2770

第29回 きなんしまつり
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